
 

 令和６年度 夏季一般入学者選抜試験 

小論文試験問題 
 

 

注意事項 

⒈ 開始の合図があるまで，開かないこと。 

⒉ この問題冊子は７枚綴り，問題は片面に印刷されている。 

⒊ この問題冊子は持ち帰ること。 

⒋ 解答用紙は必ず提出すること。 

⒌ この試験の問題は，ただ１つ特定の正解が存在することを前提とするものではない。また，解答者の思想・

信条を問うものではない。 

 

解答記入上の注意 

⒈ 解答は，黒，青，ブルーブラックのボールペン（プラスチック製消しゴム等で消せないもの）又は万年筆で記

入しなさい。 

⒉ 解答は横書きにして，原則としてマス目に１字記入しなさい。 

⒊ 加筆・訂正・削除は，その記入方法も含めて自由とする。ただし，修正液・消しゴムなどを使用してはな

らない。 

⒋ 加筆・訂正・削除をした場合は，それらを含めて，完成後の答案が字数の制限内に収まるようにしなさい。 

⒌ 読みやすい答案となるよう心掛けなさい。 
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問  題 
 
次の文章は、萱野稔人『死刑 その哲学的考察』(ちくま新書、２０１7 年)から抜粋した文章である。

これを読んで、以下の問いに解答しなさい。 
（〔問１〕〔問２〕の配点割合は、4：6）。 

 
 
「なぜ人を殺してはいけないのか」という問いに答えるということは、言い換えるなら「人を殺しては

いけない」という道徳の根拠を示すということだ。それが不可能だということは、すなわち「人を殺して
はいけない」という道徳を正当化する絶対的な根拠はない、ということを意味する。 
そうした正当性の根拠を探そうと思っても、それはかならず何らかの反論を招いてしまうし、またその

反論をかわそうとすれば、どこかで正当化の作業を恣意的に打ち切らなくてはならない。 
たとえば「悲しむ人がいるから」という答えに対して「悲しむ人がいなければ殺してもいいのか」と反

論されたとしよう。それに対して、「たとえ悲しむ人がいなくても人の命を奪うことは絶対に許されない」
などと言い立てて、それ以上の反論を寄せ付けないようにする。これが正当化の作業の恣意的な打ち切り
である。 
正当化作業のそうした恣意的打ち切りでもしない限り、反論を退けることは決してできない。とはい

え、そうした恣意的打ち切りは道徳の根拠を説明することとは正反対の行為である。たとえ反論を退けた
としても、それは「人を殺してはいけない」という道徳の根拠を示したことにはならないのだ。 

 
そうであるからこそ、私たちは死刑を支持したり安楽死や人工妊娠中絶を支持したりして「時と場合に

よっては人の命を奪うこともやむをえない」と考えるのである。 
もし「人を殺してはいけない」という道徳に、それを正当化する絶対的な根拠があるのであれば、どん

な場合であれ人の命を奪うことを認めることはできなくなるだろう。 
逆にいえば、私たちが「時と場合によっては人を殺すのもやむをえない」と考えてしまうという事実は、

「人を殺してはいけない」という道徳に絶対的な根拠はないということによって理論的に裏づけられて
いるのである。 
私たちは決してご都合主義的に「場合によっては人を殺すこともやむをえない」と考えているわけでは

ないのだ。「人を殺してはいけない」という道徳に絶対的な根拠がないからこそ、私たちは時と場合によ
っては「人を殺すことも許される」と考えるのである。 
「人を殺してはいけない」という道徳に絶対的な根拠はないということと、その道徳に私たちが例外を

設けているということ、すなわち死刑や安楽死を認めているということは、すべてセットなのである。 
このことは「人を殺してはいけない」という道徳だけでなく、原理的にはあらゆる道徳に当てはまる。 
つまり道徳そのものが、それを正当化する絶対的な根拠をもたないのだ。 
 
 ＜中略＞ 
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しかし、哲学の歴史の中にはこうした見方*に否を唱える人もいた。ドイツの哲学者、イマヌエル・カ
ントである。 
カントは、道徳は相対的なものではなく、絶対的で普遍的なものである、と考えたのである。 
カントによれば、道徳とはどんなときにでも守られるべき絶対的なものであり、「場合によっては人を

殺すこともやむをえない」というように、時と場合によってその判断が左右されることがあってはならな
いものである。 
では、カントはなぜ道徳を絶対的で普遍的なものだと考えたのだろうか。道徳にはそれを正当化する究

極的な根拠があると考えたからだろうか。 
そうではない。 
カントもまた、そうした根拠を言葉によって示すことはできないことを認めていた。 
しかし、だからといってそこから直ちに道徳が相対的なものだということにはならない。逆に、道徳に

は根拠がないからこそ、道徳は絶対的で普遍的なものだといえるのではないか。 
こうカントは考えたのである。 
 
どういうことだろうか。 
根拠がないからこそ道徳は絶対的なものである、というカントの考えは一見するとわかりにくい。ここ

はカントの道徳論を少し詳しくみていく必要があるだろう。 
カントは、真の道徳は「定言命法」によってあらわされると考えた。 
「定言命法」とは何だろうか。それを理解するためには、まずその反対概念である「①仮言命法」から

理解するのがいいだろう。 
「仮言命法」とは、たとえば「信用を失いたくなければ、ウソをついてはならない」という命令文のよ

うに、「……れば」「……なら」などの条件（仮言）をともなう道徳命題のことである。 
「試験に落ちたくなければ、勉強しなくてはならない」 
「叱られたくなければ、おとなしくしていろ」 
「死刑になりたくなければ、人を殺してはならない」 
など、いくらでも例文をつくることができる。 
日常的にも、私たちは知らず知らずのうちにこの仮言命法を多用している。母親が子どもに「あとでお

菓子を買ってあげるから、いうことをききなさい」などと諭すときなんて、その一例だ。それは「お菓子
を買ってほしければ、いうことをきかなくてはならない」という仮言命法の言い換えである。 
さらにいえば、私たちは仮言命法を言明するところまではいかなくても、事実上それを実践しているこ

とがよくある。実際、私たちはいい大学に入りたいからつらい受験勉強をするし、給料がほしいから働
く。出世したい人はもっと働くだろう。 
そこでは「いい大学に入りたかったら勉強しなくてはならない」「給料がほしければ働かなくてはなら

ない」「出世したければ懸命に働かなくてはならない」という仮言命法が実践されているのである。「警察
に捕まりたくないから法を犯さない」という場合も同様だ。 
この点で、社会は仮言命法の網の目によって行動規範をつくりあげているといってもいい。そして、そ

の仮言命法の網の目によって、社会は規範に沿った行動を人びとから導き出している。 
文章として明言されるかどうかにかかわらず、仮言命法とは社会のルールをなりたたせている中心的
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な言語形式にほかならない。罰則規定のある法律もまた、それが成文化された一つの姿である。 
 
カントによれば、こうした仮言命法はしかし、本来の道徳とは決していえないものだ。 
例として、「信用を失いたくなければ、ウソをついてはならない」という仮言命法をとりあげよう。 
この場合、もしウソがばれずに信用を失うことがなければ、ウソをついてもいいことになる。あるいは

信用を失ってもかまわないという人は、ウソをついてもいいことになる。「信用を失いたくなければ」と
いう条件（仮言）のもとで「ウソをついてはならない」と要求してくる道徳は、その道徳に従わなくても
いいケース（ウソをついてもいいケース）を必然的に招いてしまうのだ。 
これは道徳を補強するようにみえて、逆に弱めてしまっている。仮言命法によって道徳そのものがみず

からの内部に限界を抱え込んでしまう、といってもいい。 
それに、とカントは問う、ある特定の条件があるからその道徳に従うというのは、そもそも本当に道徳

的なふるまいだといえるだろうか。たとえば、ばれる可能性があるからとりあえずウソはつかないでお
く、という行為は、結果的にウソはつかなかったとしても本当に道徳的だといえるだろうか。 
「信用を失いたくないからウソをつかない」という考えだって、ウソをつかないほうが得だからウソを

つかないということでしかない。そこでは道徳よりも損得のほうが優先されている。道徳に従ったほうが
得だから従う、というのは本当に道徳的なのだろうか。 
やはり道徳は「正しい」からこそ従うべきものなのではないか。ウソがばれようがばれなかろうが、そ

れによって信用を失おうが失わなかろうが、どちらにせよウソをつかない。これが本来の道徳ではないの
か。 
カントはそう問いかけるのである。 
 
したがって、カントによれば、道徳はそうした条件（仮言）をとっぱらった命法であらわされなくては

ならない。先の例でいえば、「（ウソがばれようがばれなかろうが、信用を失おうが失わなかろうが、とも
かく）ウソをついてはならない」と。 
条件（仮言）をとっぱらったこうした命法が「定言命法」である。定言命法とは、いかなる条件も伴わ

ず、端的に「……せよ」「……するな」と命じてくる道徳命題にほかならない。 
いわば「ダメなものはダメ」というのが定言命法である。「かわいそうだから（あるいは悲しむ人がい

るから）人を殺してはいけない」ではなく、端的に「人を殺してはいけない」と命じてくるのが定言命法
なのである。 
定言命法という概念のもとには、「正しい」からこそ私たちは道徳に従うのだ、というカントの考えが

ある。 
私たちが「ウソをついてはならない」と思うのは、ウソをつかないほうがなにかと得だからではない。

「信用を失わないため」といった、なんらかの条件（目的）を満たすためでもない。正直でいることが正
しいと思うからこそ、私たちは「ウソをついてはならない」という道徳を重視するのである。 
そうである以上、道徳命題には「信用を失いたくなければ」といった条件は必要ない。「……せよ」「…

…するな」と、端的に正しい命題が主張されていればいいのである。 
 
こうした定言命法の概念から、道徳は絶対的で普遍的なものである、ということが帰結される。 
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というのも、定言命法はいかなる条件もともなわずに端的に「……せよ」「……するな」と命じてくる
からであり、したがって、どんな場合でも、いかなる例外もなく、無条件的にそれに従うことを求めてく
るからである。 
カントによれば、道徳は「正しい」からこそ従うのであって、「信用を落とさないため」「商売を円滑に

するため」といった目的や条件があるから従うのではない。 
そうである以上、たとえウソがばれなくても、たとえそれで信用を失うことがなくても、ウソをついて

はならないことになる。得だろうが損だろうが、そんなことは関係ない。どんな場合であれとにかくウソ
をついてはならない、というのが定言命法の要請なのである。 

 
問いに戻ろう。 
道徳には根拠がないからこそ逆に道徳は普遍的なものである、とカントは考えた。それはどういうこと

なのか、というのが私たちの問いだった。 
その答えはいまや明らかだろう。 
「人を殺してはいけない」という道徳を例にしよう。私たちはその道徳の根拠を求めて「なぜ人を殺し

てはいけないのか」と問う。そしてたとえば「自分がしてほしくないことは、他人にもしてはならないか
ら」という根拠をそこに当てはめる。「自分だって殺されたくないから」と。 
これを一つの文章にまとめるとこうなる。「自分が殺されたくなければ、人を殺してはならない」。 
これは明らかに一つの仮言命法である。仮言命法である以上、そこからは必然的に「自分は殺されても

いいという人は他人を殺してもいいのか」という問い（反論）が招来されてしまう。 
要するに、道徳を根拠づけようとすることは、仮言命法を作るということなのだ。 
言い換えるなら、道徳を根拠づけようとすることは、道徳を条件づけるということにほかならない。 
たとえば「ウソをついてはならない」という道徳を「信用を失わないため」と根拠づけることは、「信

用を失いたくなければ、ウソをついてはならない」という仮言命法をつくることであり、「ウソをついて
はならない」という道徳を「信用を失いたくなければ」という仮言によって条件づけることなのである。 
私たちは「なぜ人を殺してはいけないのか」と問われると、何とかその答えを探しだして、その道徳を

根拠づけようとする。何らかの根拠をみつけなければ、「人を殺してはいけない」という道徳が効力をも
たないものになってしまうと考えるからだ。 
しかし実際は、道徳を根拠づけようとすることは、道徳を条件づけてしまうことでしかない。それは、

道徳をその根拠のもとでのみなりたつものとして制限してしまうことなのだ。 
私たちは道徳を何とか補強しようとしてその根拠を探す。しかし、それは逆に道徳を制限し、弱めてし

まうことになるのである。 
カントが仮言命法を道徳から排したのは、そうした根拠づけによる条件付けが道徳にとって有害だか

らにほかならない。 
したがって、道徳には究極的な根拠がないということは、道徳にとってはむしろ利点なのである。道徳

を制限するような条件（仮言）がなりたたない、ということをそれは意味するからである。 
すでに確認したように、ことばは本性上、価値判断を厳密に根拠づけられるようにはできていない。道

徳が特定の条件（根拠）によって制限されえないのは、ことばの本性からして必然的なことなのだ。こと
ばによって価値判断を厳密に根拠づけることができないからこそ、道徳は無条件的で、普遍的なものだと
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いえるのである。 
カントのこうした考えはとても強力だ。 
私たちは「道徳には究極的な根拠はない」といわれると、すぐに「そうである以上、道徳は時と場合に

よって左右される相対的なものであるほかない」と考えてしまう。それで人によっては不安になったり、
あるいは逆に開き直ったりするだろう。 
しかしカントは、道徳を究極的に根拠づけることはできないという事態から、反対に、道徳は無条件的

で普遍的なものであるという結論を導くのだ。道徳は特定の条件（根拠）によって縛られることがないか
ら、いかなるときでも私たちに「従え」と迫ってくるのである、と。 
相対主義に陥りがちな私たちに対して、カントはとても強力な理論によって「待った」をかけてくるの

である。 
 
もちろん、カントのこうした道徳論に対しては多くの批判がある。 
とくに批判が向けられているのは、ウソをつくことで誰かを助けられるような場合ですらウソをつい

てはならない、とカントが述べていることに対してだ。 
カントはこんな例を出している。 
人殺しに追われている友人が私の家に助けを求めにやってきた。私は友人を家の中にかくまうが、しば

らくすると人殺しが友人を追って家までやってくる。人殺しは私に、友人は家にいるかと尋ねる。もし私
が正直に「いる」と答えれば、友人は人殺しに見つかって、殺されてしまうかもしれない。はたして私は
正直に答えるべきだろうか、それともウソをつくべきだろうか（イマヌエル・カント「人間愛からならう
そをついてもよいという誤った権利に関して」、『カント全集 第十六巻』尾渡達雄訳、理想社）。 
多くの人はこの問いに対して「ウソをつくべきだ」と考えるだろう。正直でいることよりも友人を人殺

しから助けることのほうが重要だと考えるからだ。 
現代でいえばこの例は、DV（ドメスティック・バイオレンス）をふるう男から逃げてきた女性をかく

まっているときに、その DV 男から女性の居場所をきかれたらどうするか、という問題に変形できるか
もしれない。 
このとき女性の居場所を正直に教えてしまったら、女性の身に何が起こるかわからない。多くの場合、

DV 男は相手の女性に対して異常な執着心をもっている。そのため、女性を DV男の暴力から守るために
は絶対に女性の居場所を DV 男に知られないようにしなくてはならない。 
しかし、カントはそうしたときですら「ウソをついてはならない」と考える。 
カントはその理由をこう説明している。 
もし私がウソをついて、人殺しが私の家から去ろうとしたとき、ちょうどタイミング悪く友人が裏口か

ら逃げようとして人殺しとばったり会ってしまい、人殺しに殺されてしまったら、私はその結果に責任を
とれるだろうか、とれないだろう。 
たとえ何かよいことのために（あるいは悪いことを回避するために）ウソをついたとしても、そのウソ

の結果、もっと悪いことが起きるかもしれないのだ。本当のことをいって悪い結果がもたらされたとして
も、それは仕方のないことである。しかしウソをついて悪い結果がもたらされたとしたら、それは私自身
がそれを引き起こしたことになりかねない。そこまで私たちは責任をとれるだろうか。とれないだろう。
だったらはじめからウソをつかないほうがいいのだ。 
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こうカントは考えるのである。 
くりかえすと、この箇所はカントの道徳論の中でもすこぶる評判が悪い。カントはあまりにもきまじめ

で厳格すぎるのではないか、と。 
たしかに定言命法はいついかなる場合でも「ウソをつくな」と命じてくる普遍的な命法である。その点

でいえば、誰かを助けるためであってもウソをついてはならないと主張するカントの立場は一貫してい
る。 
とはいえ、このカントの主張は多くの人にとって受け入れがたいのも事実だろう。私もまた、人殺しか

ら友人をかくまうためならウソもつくだろうし、DV 男から女性を守るためにはウソも必要だと考える。 
カントの立場は一貫している以上、こうした疑義は定言命法の概念そのものに対する疑問にもなる。 
 
とはいえ、それでも私はカントの考えを簡単に切って捨ててしまうことはできないと思う。 
なぜなら、このカントの主張はあらゆる状況をこえて迫ってくる道徳の力というものをさし示してい

るからだ。 
カントの主張を公平に評価するために、二つのケースを比較しよう。 
一つは、友人が殺されることを避けようとしてウソをついたら、逆にそれがきっかけとなって友人が殺

されてしまったというケースである。もう一つは、友人が殺されることを避けようとして本当のことをい
ったら、逆にそれがきっかけとなって友人が殺されてしまったというケースである。 
どちらも「自分のしたことが裏目にでて、友人が殺されてしまった」という点は変わらない。 
しかし、私たちが良心の呵責をどれほど感じるかという点では、両者は大きく異なるだろう。自分がウ

ソをついたことで悪い結果が生じてしまったときのほうが、自分が正直でいたことで悪い結果が生じて
しまったときよりも、良心の呵責を強く感じるはずだ。言い換えるなら、予想外の悪い結果が生じてしま
ったという点では同じでも、本当のことをいってそうなった場合よりも、ウソをいってそうなった場合の
ほうが、後悔の念は強くなるにちがいない。 
なぜだろうか。「ウソをついてはいけない」という道徳がそれ自体として私たちを拘束しているからで

ある。 
私たちは仮言命法で道徳を把握することに慣れているため、どうしても「悪いことを避けるためには、

ウソをつくのもやむをえない」と考えがちだ。しかし、それによってつねに思ったとおりの結果が得られ
るとはかぎらない。そのときは、たとえ「悪いことを避けるために」という意図からなされたことであっ
ても、一気に「ウソをついた」ことの問題性があぶりだされてくる。その程度には、私たちは道徳に縛ら
れているのである。 
たしかに、ウソをついたことでよい結果がもたらされれば、それほど良心の呵責にさいなまれることは

ないかもしれない。しかし、そのときだって「本当にウソをついてよかったのか」「相手をだましてまで、
よい結果を得る必要はあったのか」と後で悩むことがあるかもしれない。 
どんな結果がもたらされようとも、道徳はその結果とは無関係にそれ自体で「よかったのか、わるかっ

たのか」を問われるような性質をたしかにもっているのである。 
たとえ悪いことを避けるためにウソをついてしまった場合でさえ、少なくとも「ウソをつくべきだった

のか、つかないべきだったのか」ということが問題になる程度には、道徳はあらゆる条件をこえて従うこ
とを迫ってくる力をもっているのだ。 
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その力こそ、②道徳の本来的な力であり、カントが示そうとしたものなのである。 
 

 
 ＊こうした見方・・・道徳は時と場合によって左右される相対的なものであるとの見方。 
 
 
〔問１〕 
 下線部①「仮言命法」につき、この文章ではどのような意味内容をもつ概念として用いられているか。
対立する概念を踏まえ、文中の言葉を使いつつ、600 字以上 800 字以内で説明しなさい。 
 
〔問 2〕 
 下線部②「道徳の本来的な力」は、現代社会において例えばどのような場面で問題となると考えられる
か。あなたが法曹の立場にあるとして、「道徳の本来的な力」を実現するためにどのような役割を果たせ
る(果たすべき)と考えるか。文章の趣旨を踏まえつつ、1000字以上 1200字以内で解答しなさい。 
 
 
【解答作成上の留意点】 
Ⅰ 本問は、解答者の思想や信条を問おうとするものではない。また、法知識の有無を問おうとするもの
でもない。 

Ⅱ 〔問１〕〔問２〕は、それぞれ独立のものとみなして採点する。必要な場合には、他の解答欄に記述
したことでも繰り返して記述しなさい。 
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【出題趣旨】 
 〔問 1〕は、長文読解力および表現力を問う問題である。この文章において「仮言命法」という語は、道
徳を語る上で独特の意義をもつ。「定言命法」と対比し、文脈に即してそれら用語の内容を正確に把握し
つつ、規定の文字数で簡潔に表現する能力が要求される。 

 〔問 2〕は、「道徳」とされるものが現代社会で現れる様を、時事問題を踏まえつつ説得的に説明しても
らうことを意図している。例えば「AIに全てを委ねてはならない」「性自認は尊重されなければならない」
といったことが道徳として捉えられるとして、それは文中の定言命法として位置づけられるものか。様々
な「道徳」に思いを致してほしい。その上で、かかる道徳をどのように体現するか。法曹を目指す立場の
視点から、具体的な対処方法を論理的に思考し、的確に表現する能力を評価することを狙いとしている。
問題文の趣旨と無関係の問題を採り上げ、抽象的な対応を提示するにとどまる答案は、高評価につながる
ものではない。 


